
平塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の概要 

 

１ 制定理由 

  児童福祉法の一部が改正され、条例に委任された家庭的保育事業等の

人員、設備及び運営に関する基準を定めるため、この条例を制定するも

のです。 

 

２ 条例の要点 

  児童福祉法第３４条の１６の規定に基づき、家庭的保育事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めるものです。 

 

３ 条例の構成 

（１） この条例の趣旨を定める。（第１条） 

（２） この条例における用語の意義を定める。（第２条） 

（３） この条例で定める最低基準の目的について定める。（第３条） 

（４） 最低基準の向上について定める。（第４条） 

（５） 最低基準と家庭的保育事業者等について定める。（第５条） 

（６） 家庭的保育事業者等の一般原則について定める。（第６条） 

（７） 保育所等との連携について定める。（第７条） 

（８） 家庭的保育事業者等と非常災害について定める。（第８条） 

（９） 家庭的保育事業者等の職員の一般的要件について定める。（第９

条） 

（１０） 家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等について定

める。（第１０条） 

（１１） 他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基

準について定める。（第１１条） 

（１２） 利用乳幼児を平等に取り扱う原則について定める。（第１２条） 

（１３） 虐待等の禁止について定める。（第１３条） 

（１４） 懲戒に係る権限の濫用禁止について定める。（第１４条） 

（１５） 衛生管理等について定める。（第１５条） 

（１６） 食事について定める。（第１６条） 

（１７） 食事の提供の特例について定める。（第１７条） 

（１８） 利用乳幼児及び職員の健康診断について定める。（第１８条） 

（１９） 家庭的保育事業等内部の規程について定める。（第１９条） 

（２０） 家庭的保育事業所等に備える帳簿について定める。（第２０条） 

（２１） 秘密保持等について定める。（第２１条） 

（２２） 苦情への対応について定める。（第２２条） 

（２３） 家庭的保育事業の設備の基準について定める。（第２３条） 

（２４） 家庭的保育事業の職員について定める。（第２４条） 

（２５） 家庭的保育事業の保育時間について定める。（第２５条） 

（２６） 家庭的保育事業の保育の内容について定める。（第２６条） 

（２７） 家庭的保育事業の保護者との連絡について定める。（第２７条） 

（２８） 小規模保育事業の区分について定める。（第２８条） 

（２９） 小規模保育事業Ａ型の設備の基準について定める。（第２９条） 

（３０） 小規模保育事業Ａ型の職員について定める。（第３０条） 

（３１） 小規模保育事業Ａ型に係る規定の準用について定める。（第３

１条） 

（３２） 小規模保育事業Ｂ型の職員について定める。（第３２条） 

（３３） 小規模保育事業Ｂ型に係る規定の準用について定める。（第３

３条） 

（３４） 小規模保育事業Ｃ型の設備の基準について定める。（第３４条） 

（３５） 小規模保育事業Ｃ型の職員について定める。（第３５条） 

（３６） 小規模保育事業Ｃ型の利用定員について定める。（第３６条） 



（３７） 小規模保育事業Ｃ型に係る規定の準用について定める。（第３

７条） 

（３８） 居宅訪問型保育事業の保育について定める。（第３８条） 

（３９） 居宅訪問型保育事業の設備及び備品について定める。（第３９

条） 

（４０） 居宅訪問型保育事業の職員について定める。（第４０条） 

（４１） 居宅訪問型保育連携施設について定める。（第４１条） 

（４２） 居宅訪問型保育事業に係る規定の準用について定める。（第４

２条） 

（４３） 事業所内保育事業の利用定員の設定について定める。（第４３

条） 

（４４） 事業所内保育事業の設備の基準について定める。（第４４条） 

（４５） 保育所型事業所内保育事業の職員について定める。（第４５条） 

（４６） 保育所型事業所内保育事業の連携施設に関する特例について定

める。（第４６条） 

（４７） 保育所型事業所内保育事業に係る規定の準用について定める。

（第４７条） 

（４８） 小規模型事業所内保育事業の職員について定める。（第４８条） 

（４９） 小規模型事業所内保育事業に係る規定の準用について定める。

（第４９条） 

（５０） この条例に定めるもののほか家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準に関し必要な事項は、市長が定めることを定める。（第

５０条） 

（５１） この条例の施行期日を定める。（附則第１項） 

（５２） この条例の制定に伴う経過措置を定める。（附則第２項～第５

項） 

 


